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ベトナム経済は、2017年GDP成長率6.7％を達成する見込み

であり、世界で最も早く成長している国のひとつである。

成長を支えているのは、携帯電話、部品などの輸出と石

油・ガスの採掘、内需の拡大である。それを後押しするの

がTPP(環太平洋パートナーシップ協定)への参加であり、

ベトナムはその恩恵を受けることになる。 

 

ベトナムにおいて就業している人の大半は、SME ( Small- 

and Medium-Sized Enterprise: 中小企業 )に帰属してお

り、今後、近隣諸国と競争していくためには、SMEsの成長

が不可欠である。ただ、昔から言われていることであるが、

SMEsに対する銀行からのファイナンスが円滑かつ十分に

行われていなかった。 

ベトナム政府は、そうした問題を解決する方策のひとつと

して、中小企業の支援を定めたSME法を策定し、2018年1

月1日から施行することになった。 

日本から企業が進出するに当たり、今回はSME法について

考察してみたい。特筆すべきは、外資企業がSME法(SME 

Law)の支援対象になることである。 

 

SME法の概要 

 2018年1月1日施行。中小企業（SME）とは、社会保険に

加入する労働者が年間で200人未満であり、かつ次の2つの要

件のうち、いずれかを満たすものを指す。 

(1)総資本が1,000億ベトナムドン未満 

(2)前年の総収入が3,000億ベトナムドン以下 

 

 SME法では、SME支援に向けた支援内容、支援のために用

いる資源及び関与する機関・団体・個人の責任が定められて

いる。SME法の支援対象は、企業法に基づいて設立された企

業であり、SMEの要件を満たしている企業である。また、外

資企業は支援の対象となるが、個人事業主は対象とはならな

い。 

 

 SMEsは、法人税の規定により低い税率が適用される。ま

た小規模零細企業については、会計法による簡素化された手

続きが認められている。投資家（出資や株式の購入を行う国

内外の企業及び個人）は、中小企業及びスタートアップ企業

への投資から得られる収入に関して、一定期間、法人税の免

税及び減税を受ける権利がある。 

 

 信用の確保： 金融機関が信用格付け及びその他の適切

な措置に基づいてSMEsに資金を貸し付けることを奨励して

いる。また、中小企業の経営力及び財務の透明性を強化して

投資家の信用が得られるよう、実現可能な生産計画および事

業計画を策定するよう推奨している。 

 

 革新的な技術開発拠点に対する支援： 革新的な技術開

発拠点は、土地使用料、非農業向け土地使用税の減免を受け

ることができる。加えて一定期間の法人税の減免を受けるこ

とができる。 

 

 SMEは、労働者の職業訓練および企業管理に関する研修

の参加費免除や割引の権利を有する。政府は、製造・加工分

野における研修活動を支援しており、中小企業向けのオンラ

イン・トレーニング・プログラムやマスメディアを活用した

トレーニング・プログラムなどを実施することとしている。 
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SME法ができる背景としては、必需品の現地調達率が、タ

イのそれと比較すると、かなり低い水準にあることにある。

すなわち、ベトナムは、東南アジア諸国、中国などから購

入しているものが多いのが現状であり、ベトナム政府とし

ては、自国、あるいはベトナムに直接投資してくれる外国

企業を含めて競争力を高め、自国で生産した商品を内需に

振り向けたいのである。 

 

女性活躍の推進 

SME法では、複数の中小企業が同時に支援条件を満たす場

合、女性主導の企業、女性労働者がより多い企業が優先さ

れる、とある。日本でも女性活躍推進法が施行されており、

この考え方は昨今の一つのあるべき潮流として着目すべ

きではないだろうか。 

 

投資の機会 

ベトナムでは、慢性的に高度技術者が不足している。それ

は、技術大学の数が少なく、卒業生の数が生産労働人口比

で少ないことも原因である。ゆえに製造業の場合は、技術

指導や生産性向上をサポートする企業・個人は活躍の場が

ある。大企業などを退職した技術者が技術指導すれば、工

場の生産プロセスにおいて大きな改善が見込めるだろう。 

 

ゴールドマンサックスの試算では、2025年には、ベトナム

のGDPは世界17位になると予想している。そうであれば、

勿論、社会インフラの整備に係る大企業による事業進出は

当然であるが、日本のSMEsにもチャンスがあるのではない

だろうか。 

ベトナムは、外国からの投資に市場を開放して以来、毎年

5-7％の経済成長を達成している。廃棄物処理、農業、食

品加工、医療機器など日本の技術が得意とする分野は、特

に有望だろう。 

 

 

 

 

 

 

 

ご質問やご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 
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